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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

 
平成21年度
第１四半期連結
累計(会計)期間

平成22年度
第１四半期連結
累計(会計)期間

平成21年度

 

(自　平成21年
４月１日

至　平成21年
６月30日)

(自　平成22年
４月１日

至　平成22年
６月30日)

(自　平成21年
４月１日

至　平成22年
３月31日)

経常収益 百万円 9,682 9,852 38,133

経常利益 百万円 659 1,517 5,684

四半期純利益 百万円 384 811 ―

当期純利益 百万円 ― ― 3,173

純資産額 百万円 79,996 82,779 85,059

総資産額 百万円 1,575,4281,638,2601,641,009

１株当たり純資産額 円 578.51 597.91 614.81

１株当たり四半期純利益金額 円 2.85 6.02 ―

１株当たり当期純利益金額 円 ― ― 23.54

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

円 2.71 5.65 ―

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額

円 ― ― 22.12

自己資本比率 ％ 4.94 4.91 5.04

営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 △9,963 5,015 6,309

投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 △1,230 △3,754 △18,307

財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 △464 △463 △971

現金及び現金同等物
の四半期末(期末)残高

百万円 22,346 21,833 21,037

従業員数 人 1,303 1,333 1,261

(注) １　当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２　１株当たり情報の算定上の基礎は、「第５　経理の状況」中、「１　四半期連結財務諸表」の「１株当たり情報」に記

載しております。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当行グループ(当行及び当行の関係会社)が営む事業の内容については、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。

 

 

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

 

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における従業員数

平成22年６月30日現在

従業員数(人)
1,333
[606]

(注) １　従業員数は、執行役員16人を含み、嘱託及び臨時従業員603人を含んでおりません。

２　臨時従業員数は、[　]内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外書きで記載しております。

 

(2) 当行の従業員数

平成22年６月30日現在

従業員数(人)
1,158
[451]

(注) １　従業員数は、執行役員16人を含み、嘱託及び臨時従業員449人を含んでおりません。

２　臨時従業員数は、[　]内に当第１四半期会計期間の平均人員を外書きで記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

「生産、受注及び販売の状況」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載しており

ません。

 

２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等

のリスク」に重要な変更はありません。

尚、重要事象等は存在しておりません。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

該当事項なし。

 

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

①　経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間(平成22年４～６月)におけるわが国経済を振り返りますと、雇用情勢が低迷し、

設備投資や住宅投資が低水準で推移したものの、新興国経済の回復や政府の景気対策を背景として、輸出や企

業の生産活動を中心に景気は持ち直しました。

また、当行の主な営業地盤であります三重・愛知両県下においても、雇用情勢や住宅投資が低迷したもの

の、企業の生産活動が輸送機械や電子部品・デバイスを中心に改善したことから、景気は持ち直しました。

このような環境のもと、当行は中期経営計画「信頼と共感」を遂行し、(1) 地元三重・愛知における業容の

拡大、(2) ＴｉｅrⅠ増強、(3) 株主還元率の向上の３点の課題に対処してまいりました。

第１四半期連結会計期間の連結経営成績につきましては、経常収益は、有価証券利息収入や投資信託関係手

数料が増加したことを主因に前年同四半期比1億70百万円増加し、98億52百万円となりました。一方、経常費用

は、貸倒引当金繰入額や預金等利息が減少したことを主因に、前年同四半期比6億87百万円減少し、83億35百万

円となりました。この結果、経常利益は、前年同四半期比8億58百万円増加し15億17百万円、四半期純利益は、同

4億27百万円増加し8億11百万円となりました。

セグメントごとの損益状況につきましては、「銀行業」の経常収益は84億85百万円、セグメント利益は13億

76百万円となりました。また、「リース業」の経常収益は10億97百万円、セグメント利益は2百万円となり、

「その他」の経常収益は7億40百万円、セグメント利益は1億82百万円となりました。

EDINET提出書類

株式会社三重銀行(E03573)

四半期報告書

 4/30



②　財政状態の分析

貸出金は地元事業性貸出金並びに住宅ローンの増強に努めましたものの、季節的な要因もあり前年度末比

219億円減少し1兆1,133億円、預金等は引き続き取引間口の拡大に努めたことにより個人預金は増加したもの

の、法人預金の減少により同8億円減少し1兆4,962億円となりました。有価証券は、前年度末比100億円減少し

3,792億円となりました。

なお、前年同四半期末と比較しますと貸出金は140億円増加、預金等は516億円増加と順調に業容を拡大して

います。

また、総資産は貸出金や有価証券の減少を主因に前年度末比27億円減少し1兆6,382億円、負債は預金等の減

少などから同4億円減少し1兆5,554億円となりました。純資産は有価証券評価差額が減少したことなどから前

年度末比22億円減少し、827億円となりました。

 

③　国内・国際業務部門別収支

資金運用収支は、国内・国際業務部門の資金運用収支がともに増加したことにより、全体で前年同四半期比

3億92百万円増加して53億39百万円となりました。また、全体の役務取引等収支は前年同四半期比65百万円増

加して10億71百万円となり、全体のその他業務収支は同1億31百万円増加して1億67百万円となりました。

 

種　　類 期　　別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額 合　　計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

資金運用収支
前第１四半期連結会計期間 4,816 131 ― 4,947

当第１四半期連結会計期間 5,022 317 ― 5,339

　うち資金運用収益
前第１四半期連結会計期間 6,062 247 △106 6,203

当第１四半期連結会計期間 5,920 375 △51 6,244

　うち資金調達費用
前第１四半期連結会計期間 1,246 116 △106 1,256

当第１四半期連結会計期間 898 57 △51 904

役務取引等収支
前第１四半期連結会計期間 1,000 6 ― 1,006

当第１四半期連結会計期間 1,065 5 ― 1,071

　うち役務取引等
　収益

前第１四半期連結会計期間 1,273 9 ― 1,283

当第１四半期連結会計期間 1,351 9 ― 1,360

　うち役務取引等
　費用

前第１四半期連結会計期間 272 3 ― 276

当第１四半期連結会計期間 285 3 ― 289

その他業務収支
前第１四半期連結会計期間 91 △55 ― 36

当第１四半期連結会計期間 189 △22 ― 167

　うちその他業務
　収益

前第１四半期連結会計期間 256 ― ― 256

当第１四半期連結会計期間 528 ― ― 528

　うちその他業務
　費用

前第１四半期連結会計期間 164 55 ― 220

当第１四半期連結会計期間 338 22 ― 361

(注) １　国内業務部門は当行及び連結子会社の円建諸取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建諸取引であります。

但し、円建対非居住者諸取引等は国際業務部門に含めております。

２　相殺消去額欄の計数は、国内業務部門と国際業務部門間の資金貸借の利息であります。
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④　国内・国際業務部門別役務取引の状況

国内業務部門の役務取引等収益は、前年同四半期比78百万円増加して13億51百万円、国際業務部門は横ばい

の9百万円となりました。この結果、全体では前年同四半期比77百万円増加して13億60百万円となりました。

一方、役務取引等費用は、全体では前年同四半期比13百万円増加して2億89百万円となりました。

 

種　　類 期　　別
国内業務部門 国際業務部門 合　　計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益
前第１四半期連結会計期間 1,273 9 1,283

当第１四半期連結会計期間 1,351 9 1,360

　うち預金・貸出業務
前第１四半期連結会計期間 254 ― 254

当第１四半期連結会計期間 279 ― 279

　うち為替業務
前第１四半期連結会計期間 325 7 333

当第１四半期連結会計期間 319 8 327

　うち証券関連業務
前第１四半期連結会計期間 24 ― 24

当第１四半期連結会計期間 25 ― 25

　うち保護預り・貸金庫業務
前第１四半期連結会計期間 25 ― 25

当第１四半期連結会計期間 24 ― 24

　うち代理業務
前第１四半期連結会計期間 22 ― 22

当第１四半期連結会計期間 23 ― 23

　うち保証業務
前第１四半期連結会計期間 120 0 120

当第１四半期連結会計期間 137 0 137

　うち投資信託窓販業務
前第１四半期連結会計期間 196 ― 196

当第１四半期連結会計期間 265 ― 265

　うち個人年金保険窓販業務
前第１四半期連結会計期間 232 ― 232

当第１四半期連結会計期間 200 ― 200

役務取引等費用
前第１四半期連結会計期間 272 3 276

当第１四半期連結会計期間 285 3 289

　うち為替業務
前第１四半期連結会計期間 62 2 65

当第１四半期連結会計期間 60 2 63

(注)　国内業務部門は当行及び連結子会社の円建諸取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建諸取引であります。但

し、円建対非居住者諸取引等は国際業務部門に含めております。
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⑤　国内・国際業務部門別預金残高の状況

○　預金の種類別残高(末残)

 

種　　類 期　　別
国内業務部門 国際業務部門 合　　計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計
前第１四半期連結会計期間 1,324,061 3,876 1,327,937

当第１四半期連結会計期間 1,341,733 5,610 1,347,344

　うち流動性預金
前第１四半期連結会計期間 583,330 ― 583,330

当第１四半期連結会計期間 644,039 ― 644,039

　うち定期性預金
前第１四半期連結会計期間 728,053 ― 728,053

当第１四半期連結会計期間 686,376 ― 686,376

　うちその他
前第１四半期連結会計期間 12,677 3,876 16,554

当第１四半期連結会計期間 11,317 5,610 16,927

譲渡性預金
前第１四半期連結会計期間 116,658 ― 116,658

当第１四半期連結会計期間 148,939 ― 148,939

総合計
前第１四半期連結会計期間 1,440,719 3,876 1,444,596

当第１四半期連結会計期間 1,490,672 5,610 1,496,283

(注) １　国内業務部門は円建諸取引、国際業務部門は外貨建諸取引であります。但し、円建対非居住者諸取引等は国際業務部門

に含めております。

２　流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

３　定期性預金＝定期預金＋定期積金

 

⑥　貸出金残高の状況

○　業種別貸出状況(残高・構成比)
 

業　種　別
平成21年６月30日 平成22年６月30日

貸出金残高(百万円) 構成比(％) 貸出金残高(百万円) 構成比(％)

国内
(除く特別国際金融取引勘定分)

1,099,337100.00 1,113,342100.00

　製造業 141,121 12.84 138,206 12.41

　農業，林業 810 0.07 857 0.08

　漁業 5 0.00 4 0.00

　鉱業，採石業，砂利採取業 1,212 0.11 1,647 0.15

　建設業 63,432 5.77 60,136 5.40

　電気・ガス・熱供給・水道業 840 0.08 1,100 0.10

　情報通信業 2,748 0.25 3,472 0.31

　運輸業，郵便業 51,516 4.68 50,069 4.50

　卸売業，小売業 96,057 8.74 98,940 8.89

　金融業，保険業 70,319 6.40 65,925 5.92

　不動産業 219,225 19.94 209,470 18.82

　物品賃貸業 74,197 6.75 74,087 6.65

　各種サービス業 71,223 6.48 71,696 6.44

　地方公共団体 41,389 3.76 43,346 3.89

　その他 265,236 24.13 294,380 26.44

特別国際金融取引勘定分 ― ― ― ―

　政府等 ― ― ― ―

　金融機関 ― ― ― ―

　その他 ― ― ― ―

合　　計 1,099,337― 1,113,342―

(注)　「国内」とは、当行及び連結子会社であります。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間のキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。

営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金が減少したことを主因に、50億15百万円(前年同四半期比149億

78百万円増加)となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が売却・償還による収入を上回ったこと

を主因に、△37億54百万円(同25億24百万円減少)となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いを主因に、△4億63百万円(同1百万円増加)となりまし

た。

この結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、当第１四半期連結会計期間中に7億

96百万円増加し218億33百万円となりました。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当行グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び

新たに生じた課題はありません。

 

(4) 研究開発活動

該当事項なし。
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第３ 【設備の状況】

１ 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間中に完成した新設等は次のとおりであります。

 

「銀行業」セグメント

 会社名
店舗名

その他
所在地 設備の内容

敷地面積

(㎡)

建物延面積

(㎡)
完了年月

当行 ― 本部
三重県

四日市市

第５次オンライ

ンシステム導入
― ― 平成22年５月

 

２ 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設等について、重要な

変更はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種　　類 発行可能株式総数(株)

普　通　株　式 250,000,000

計 250,000,000

 

② 【発行済株式】

 

種　　類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年７月30日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内　　容

普通株式 134,830,342134,830,342

東京証券取引所
市場第一部
名古屋証券取引所
市場第一部

株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式
単元株式数は1,000株であり
ます。

計 134,830,342134,830,342― ―

(注)　提出日現在発行数には、平成22年７月１日から四半期報告書を提出する日までの新株予約権の行使により発行された株

式数は含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

新株予約権付社債

 

120％コールオプション条項付第２回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)(平成16年９月９日発行)

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

新株予約権の数(個) 5,100

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は1,000株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(株) 10,099,009

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株につき 505　(注)１

新株予約権の行使期間 平成16年10月１日～平成23年10月30日

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

当行普通株式１株の発行価格
当行普通株式１株の資本組入額

505
253

新株予約権の行使の条件 (注)２

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)３

代用払込みに関する事項 (注)４

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

新株予約権付社債の残高(百万円) 5,100
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(注) １　当行が時価を下回る発行価額又は処分価額をもって当行普通株式を新たに発行又は当行の有する当行普通株式を処

分する場合は、次の算式により新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株当たりの額(以下「転換価額」という。)

を調整する。
 

 
調整後
転換価額

 

＝

 
調整前
転換価額

 

×

既発行株式数 ＋

新発行・
処分株式数

×
１株当たりの
発行・処分価額

時　　価

既発行株式数＋新発行・処分株式数

上記算式において、「既発行株式数」は当行の発行済普通株式数(ただし、当行の有する当行普通株式を控除した数

とする。)をいう。

また、転換価額は、当行普通株式の分割・併合、当行普通株式の時価を下回る価額をもって当行普通株式に転換され

る証券もしくは転換できる証券又は当行普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債の発行が

行われる場合、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。

２　当行が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、以後新株予約権を行使することはできない。また、各新株予約権

の一部行使はできない。

３　本社債の社債部分と新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。

４　新株予約権を行使したときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて新株予約権の行使に際して払

込をなすべき額の全額の払込とする請求があったものとみなす。
 
 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項なし。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成22年４月１日～
平成22年６月30日

― 134,830 ― 15,295,426 ― 11,144,020

 

(6) 【大株主の状況】

前事業年度末において上位10名の大株主であったSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019 は、当第１

四半期会計期間末において上位10名の大株主でなくなり、以下の株主が上位10名の大株主となっております。

 

氏名又は名称 住　　所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

住友電装株式会社 三重県四日市市西末広町１－14 2,194 1.62
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成22年６月30日現在

区　　分 株式数(株) 議決権の数(個) 内　　容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式　　　86,000
―

株主としての権利内容に制限

のない、標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 133,671,000 133,671 同　　上

単元未満株式 普通株式　 1,073,342 ― 一単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 134,830,342― ―

総株主の議決権 ― 133,671 ―

(注)　上記の「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式312株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成22年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)      

株式会社三重銀行 三重県四日市市西新地７番８号 86,000 ― 86,000 0.06

計 ― 86,000 ― 86,000 0.06

 

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

 

月別 平成22年４月 ５月 ６月

最高(円) 271 245 274

最低(円) 245 228 240

(注)　最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに

収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。

なお、前第１四半期連結会計期間(自平成21年４月１日　至平成21年６月30日)及び前第１四半期連結累計期間

(自平成21年４月１日　至平成21年６月30日)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき作成し、当第１四半期

連結会計期間(自平成22年４月１日　至平成22年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間(自平成22年４月１日　

至平成22年６月30日)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づき作成しております。

 

２　当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間(自平成21年４月１日　至

平成21年６月30日)及び前第１四半期連結累計期間(自平成21年４月１日　至平成21年６月30日)に係る四半期連結

財務諸表について、あずさ監査法人の四半期レビューを受け、当第１四半期連結会計期間(自平成22年４月１日　至

平成22年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間(自平成22年４月１日　至平成22年６月30日)に係る四半期連結

財務諸表について、有限責任あずさ監査法人の四半期レビューを受けております。

なお、有限責任あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもってあずさ監査法人か

ら名称変更しております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

現金預け金 22,071 21,340

コールローン及び買入手形 66,180 48,568

買入金銭債権 64 260

有価証券 ※3
 379,202

※3
 389,247

貸出金 ※1
 1,113,342

※1
 1,135,339

外国為替 1,062 1,701

リース債権及びリース投資資産 8,036 8,013

その他資産 29,475 17,852

有形固定資産 ※2
 12,099

※2
 12,216

無形固定資産 3,775 3,845

繰延税金資産 5,774 4,159

支払承諾見返 7,457 8,664

貸倒引当金 △10,281 △10,200

資産の部合計 1,638,260 1,641,009

負債の部

預金 1,347,344 1,359,493

譲渡性預金 148,939 137,679

借用金 25,317 25,769

外国為替 － 0

新株予約権付社債 5,100 5,100

その他負債 21,026 18,281

賞与引当金 － 632

退職給付引当金 128 127

執行役員退職慰労引当金 33 41

睡眠預金払戻損失引当金 134 139

繰延税金負債 － 21

支払承諾 7,457 8,664

負債の部合計 1,555,480 1,555,950

純資産の部

資本金 15,295 15,295

資本剰余金 11,144 11,144

利益剰余金 57,464 57,090

自己株式 △37 △37

株主資本合計 83,865 83,492

その他有価証券評価差額金 △965 1,071

繰延ヘッジ損益 △2,335 △1,720

評価・換算差額等合計 △3,300 △649

少数株主持分 2,214 2,216

純資産の部合計 82,779 85,059

負債及び純資産の部合計 1,638,260 1,641,009
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

経常収益 9,682 9,852

資金運用収益 6,203 6,244

（うち貸出金利息） 4,980 4,806

（うち有価証券利息配当金） 1,204 1,414

役務取引等収益 1,283 1,360

その他業務収益 256 528

その他経常収益 1,938 1,719

経常費用 9,022 8,335

資金調達費用 1,256 904

（うち預金利息） 845 468

役務取引等費用 276 289

その他業務費用 220 361

営業経費 5,035 5,308

その他経常費用 ※1
 2,233

※1
 1,472

経常利益 659 1,517

特別利益 0 0

償却債権取立益 0 0

特別損失 7 51

固定資産処分損 7 2

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 48

税金等調整前四半期純利益 652 1,466

法人税、住民税及び事業税 78 495

法人税等調整額 182 128

法人税等合計 261 623

少数株主損益調整前四半期純利益 842

少数株主利益 6 31

四半期純利益 384 811
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 652 1,466

減価償却費 425 467

貸倒引当金の増減（△） 752 81

賞与引当金の増減額（△は減少） △651 △632

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1 0

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17 △7

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） 0 △5

資金運用収益 △6,203 △6,244

資金調達費用 1,256 904

有価証券関係損益（△） △46 158

為替差損益（△は益） 0 1

固定資産処分損益（△は益） 7 2

貸出金の純増（△）減 6,556 21,996

預金の純増減（△） △18,023 △12,149

譲渡性預金の純増減（△） 7,495 11,259

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

133 △452

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 52 65

コールローン等の純増（△）減 △7,544 △17,416

コールマネー等の純増減（△） 13 －

外国為替（資産）の純増（△）減 △209 639

外国為替（負債）の純増減（△） △0 △0

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 550 △36

資金運用による収入 5,725 5,995

資金調達による支出 △1,020 △786

その他 238 904

小計 △9,855 6,212

法人税等の支払額 △107 △1,196

営業活動によるキャッシュ・フロー △9,963 5,015

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △29,808 △17,524

有価証券の売却による収入 4,521 391

有価証券の償還による収入 24,322 13,757

有形固定資産の取得による支出 △155 △115

無形固定資産の取得による支出 △109 △265

その他 △0 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,230 △3,754
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(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △437 △437

少数株主への配当金の支払額 △2 △2

自己株式の取得による支出 △1 △0

自己株式の売却による収入 0 0

リース債務の返済による支出 △22 △22

財務活動によるキャッシュ・フロー △464 △463

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,658 796

現金及び現金同等物の期首残高 34,004 21,037

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 22,346

※1
 21,833
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 

 
当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

会計処理基準に関する事項の変

更

資産除去債務に関する会計基準の適用

当第１四半期連結会計期間から「資産除去債務に関する会計基

準」(企業会計基準第18号平成20年３月31日)及び「資産除去債務に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号平成20

年３月31日)を適用しております。

これにより、経常利益は０百万円、税金等調整前四半期純利益は49

百万円それぞれ減少しております。また、当会計基準等の適用開始に

よる資産除去債務の変動額は65百万円であります。

 

【表示方法の変更】

 

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

(四半期連結損益計算書関係)

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号平成20年12月26日)に基づく財務諸表等規則

等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日内閣府令第５号)の適用により、当第１四半期連結累計

期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

 

【簡便な会計処理】

 

 
当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

減価償却費の算定方法 定率法を採用している有形固定資産については、年度に係る減価

償却費の額を期間按分する方法により算定しております。

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

該当事項なし。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

 

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１　貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであ

ります。

破綻先債権額 5,981百万円

延滞債権額 22,388百万円

３ヵ月以上延滞債権額 98百万円

貸出条件緩和債権額 22百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であ

ります。

※１　貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであ

ります。

破綻先債権額 5,912百万円

延滞債権額 22,311百万円

３ヵ月以上延滞債権額 10百万円

貸出条件緩和債権額 257百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であ

ります。

※２　有形固定資産の減価償却累計額　　17,517百万円※２　有形固定資産の減価償却累計額　　17,282百万円

※３　「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金

融商品取引法第２条第３項)による社債に対する保

証債務の額は40,852百万円であります。

※３　「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金

融商品取引法第２条第３項)による社債に対する保

証債務の額は41,114百万円であります。

 

(四半期連結損益計算書関係)

 

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

※１　その他経常費用には、貸出金償却0百万円、貸倒引当

金繰入額777百万円、株式等償却38百万円及び株式等

売却損15百万円を含んでおります。

※１　その他経常費用には、貸出金償却0百万円、貸倒引当

金繰入額98百万円及び株式等償却312百万円を含ん

でおります。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(単位：百万円)

平成21年６月30日現在

現金預け金勘定 22,558

普通預け金 △32

その他の預け金 △179

現金及び現金同等物 22,346

　

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(単位：百万円)

平成22年６月30日現在

現金預け金勘定 22,071

普通預け金 △97

その他の預け金 △140

現金及び現金同等物 21,833
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(株主資本等関係)

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：千株)

 
当第１四半期連結
会計期間末株式数

発行済株式  

　普通株式 134,830

自己株式  

　普通株式 86

 

２　配当に関する事項

 
 

(決　議)
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月22日
定時株主総会

普通株式 437 3.25平成22年３月31日平成22年６月23日利益剰余金

 

基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項なし。

 

(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

 

 
銀行業
(百万円)

リース業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

経常収益       

　(1) 外部顧客に対する
　　　経常収益

7,973 1,396 311 9,682 ― 9,682

　(2) セグメント間の内部
　　　経常収益

51 40 385 477 (477) ―

計 8,024 1,437 697 10,159 (477) 9,682

経常利益 604 32 72 709 (49) 659

(注) １　一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。

２　業務区分は、連結会社の事業の内容により区分しております。各事業の主な内容は次のとおりであります。

(1) 銀行業………………銀行業

(2) リース業……………リース業

(3) その他の事業………クレジットカード業、信用保証業、コンピュータシステム開発・運行業他

 

【所在地別セグメント情報】

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び海外支店がないため、所在地別セグメント情報を記載し

ておりません。

 

【国際業務経常収益】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

国際業務経常収益が連結経常収益の10％未満のため、国際業務経常収益の記載を省略しております。
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【セグメント情報】

１　報告セグメントの概要

当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。

当行グループは、銀行業務を中核に、リース業務等の金融サービスに係る事業を行っております。

従いまして、当行グループは、連結会社の事業の内容によるサービス別のセグメントから構成されており、

「銀行業」、「リース業」の２つを報告セグメントとしております。

「銀行業」は、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務、国債・投資信託・保険の窓販、社債の受託

及び登録業務等を行っております。「リース業」は、リース業務を行っております。

 

２　報告セグメントごとの経常収益及び利益の金額に関する情報

当第１四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

(単位：百万円)

 報告セグメント
その他 合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額 銀行業 リース業 計

経常収益        

　外部顧客に対する経常収益 8,4381,0629,500 351 9,852 ― 9,852

　セグメント間の内部経常収益 47 34 82 388 470 △470 ―

計 8,4851,0979,583 740 10,323△470 9,852

セグメント利益 1,376 2 1,379 182 1,562 △45 1,517

(注) １　一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。

２　「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業、信用保証業、コン

ピュータシステム開発・運行業を含んでおります。

３　セグメント利益の調整額△45百万円は、セグメント間取引消去であります。

４　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

 

３　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項なし。

 

(追加情報）

当第１四半期連結会計期間から「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日)を適用しております。
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(金融商品関係)

※　企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。

当第１四半期連結会計期間末(平成22年６月30日現在)

 

科　目
四半期連結貸借対照表

計上額(百万円)
時　価(百万円) 差　額(百万円)

現金預け金 22,071 22,071 ―

コールローン及び買入手形 66,180 66,180 ―

有価証券 377,618 377,850 232

貸出金 1,113,342   

　貸倒引当金 △9,081   

 1,104,261 1,115,559 11,298

資産計 1,570,132 1,581,662 11,530

預金 1,347,344 1,347,960 616

譲渡性預金 148,939 148,939 ―

借用金 25,317 25,365 48

負債計 1,521,600 1,522,265 664

デリバティブ取引    

　ヘッジ会計が適用されていないもの 2,819 2,819 ―

　ヘッジ会計が適用されているもの (3,898) (3,898) ―

デリバティブ取引計 (1,079) (1,079) ―

(注) １　現金預け金の時価の算定方法

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

２　コールローン及び買入手形の時価の算定方法

これらは、約定期間が短期間(１年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし

ております。

３　有価証券の時価の算定方法

株式は取引所の価格、債券及び投資信託は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。

私募債は内部格付に基づく区分ごとに、元利金及び保証料の合計額を同様の取引を行った場合に想定される利率及

び保証料率で割り引いて時価を算定しております。

変動利付国債の時価については、昨今の市場環境を踏まえた検討の結果、市場価格を時価とみなせない状態にあると

判断し、当四半期連結会計期間末においては、合理的に算定された価額をもって四半期連結貸借対照表計上額としてお

ります。

変動利付国債の合理的に算定された価額は、ブローカーより入手した理論価格を、適切性検証の上、使用しておりま

す。当該理論価格は、変動利付国債から発生する将来キャッシュ・フローを予想し、それを割り引いて現在価値を算定

する方法で計算された価格に、ブラック・ショールズ型のオプション・モデルで計算したゼロフロアオプションの価

値を加算する方式で算出された理論価格に基づき算定されております。なお、上記計算における主たる価格決定変数

は、マーケットイールド及びフォワードレートボラティリティであり、マーケットイールドとして「国債スポットレー

ト」が、また、フォワードレートボラティリティとして「円スワップションボラティリティ」がそれぞれ使用されてお

ります。

なお、満期保有目的の債券で時価のあるもの及びその他有価証券で時価のあるものに関する注記事項については

「(有価証券関係)」に記載しております。

４　貸出金の時価の算定方法

貸出金のうち、変動金利によるもので要管理先に対するもの以外のものは、短期間で市場金利を反映するため、時価

は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。要管理先に対するもの及び固定金利による

ものは、貸出金の種類及び内部格付に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される

利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間(１年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似して

いることから、当該帳簿価額を時価としております。

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は

担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は四半期連結会計期間末における

四半期連結貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返

済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としており

ます。

５　預金及び譲渡性預金の時価の算定方法
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要求払預金については、四半期連結会計期間末に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。ま

た、定期預金の時価は、預金の種類ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しており

ます。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を基礎として算定しております。なお、預入期間が短期

間(１年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

６　借用金

借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行及び連結子会社の信用状態は実行後大

きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としておりま

す。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される

利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間(１年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似

していることから、当該帳簿価額を時価としております。

７　デリバティブ取引

デリバティブ取引は、金利関連取引(金利スワップ・金利キャップ・金利スワップション)、通貨関連取引(通貨ス

ワップ・先物外国為替・通貨オプション)、商品関連取引(商品スワップ)であり、割引現在価値、オプション価格計算モ

デル等により算出しているほか、商品関連取引については、取引対象物の価格、契約期間、その他当該取引に係る契約を

構成する要素に基づき算出した価額によっております。
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(有価証券関係)

※　企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。

当第１四半期連結会計期間末

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成22年６月30日現在)

 

 
四半期連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

国　債 25,795 26,033 238

地方債 ― ― ―

短期社債 ― ― ―

社　債 4,443 4,471 28

その他 6,500 6,464 △35

　外国債券 6,500 6,464 △35

　その他 ― ― ―

合　計 36,738 36,970 232

 

２　その他有価証券で時価のあるもの(平成22年６月30日現在)

 

 取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

株　式 26,303 29,806 3,503

債　券 222,961 226,539 3,578

　国　債 93,138 95,577 2,438

　地方債 69,088 70,138 1,050

　短期社債 ― ― ―

　社　債 60,734 60,823 89

その他 93,185 84,533 △8,651

　外国債券 77,014 71,373 △5,641

　その他 16,170 13,160 △3,010

合　計 342,450 340,880 △1,570

(注)　その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価

まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表価額とするととも

に、評価差額を当第１四半期連結累計期間の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。

当第１四半期連結累計期間における減損処理額は、646百万円(うち、株式308百万円、その他338百万円)であります。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおりであります。

時価のあるものについては、時価が取得原価に比べて、30％以上下落したものを「著しく下落した」とし、そのうち50％

以上下落したものは原則全額、30％以上50％未満下落したものは、回復可能性があると認められるもの以外について減損

処理を行っております。市場価格のない株式については、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく

低下したときは、原則実質価額まで減損処理を行っております。
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(デリバティブ取引関係)

※　企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。

当第１四半期連結会計期間末

(1) 金利関連取引(平成22年６月30日現在)

 

区分 種　類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)

金融商品
取引所

金利先物 ― ― ―

金利オプション ― ― ―

店　頭

金利先渡契約 ― ― ―

金利スワップ 288,767 1,125 1,125

金利オプション 10,600 145 145

その他 91,737 353 353

 合　計 ――― 1,624 1,624

(注)　上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。

なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査

委員会報告第24号)等に基づきヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

 

(2) 通貨関連取引(平成22年６月30日現在)

 

区分 種　類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)

金融商品
取引所

通貨先物 ― ― ―

通貨オプション ― ― ―

店　頭

通貨スワップ 138,967 1,574 1,574

為替予約 13,379 △406 △406

通貨オプション 2,595 4 4

その他 ― ― ―

 合　計 ――― 1,172 1,172

(注)　上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。

なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監

査委員会報告第25号)等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等については、上記記載から除いておりま

す。

 

(3) 株式関連取引(平成22年６月30日現在)

該当事項なし。

 

(4) 債券関連取引(平成22年６月30日現在)

該当事項なし。
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(5) 商品関連取引(平成22年６月30日現在)

 

区分 種　類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)

金融商品
取引所

商品先物 ― ― ―

商品スワップ ― ― ―

店　頭

商品先渡 ― ― ―

商品スワップ 1,282 21 21

商品オプション ― ― ―

 合　計 ―――― 21 21

(注)１　上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。

なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

２　商品は石油に係るものであります。
 

(6) クレジット・デリバティブ取引(平成22年６月30日現在)

該当事項なし。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

 

  
当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 円 597.91 614.81

 

２　１株当たり四半期純利益金額等

 

  
前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 円 2.85 6.02

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

円 2.71 5.65

(注)　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりでありま

す。

  
前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額   

　四半期純利益 百万円 384 811

　普通株主に帰属しない金額 百万円 ― ―

　普通株式に係る四半期純利益 百万円 384 811

　普通株式の期中平均株式数 千株 134,754 134,744

   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

　四半期純利益調整額 百万円 7 7

　　うち支払利息(税額相当額控除後) 百万円 7 7

　　うち支払手数料(税額相当額控除
　　後)

百万円 0 0

　普通株式増加数 千株 10,099 10,099

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり四半期純利益金額の
算定に含めなかった潜在株式で、前連
結会計年度末から重要な変動があった
ものの概要

 

―――― ――――

 

(重要な後発事象)

該当事項なし。

 

２ 【その他】

該当事項なし。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

平成21年７月29日

株 式 会 社 三 重 銀 行

取 締 役 会　御 中

 

あ ず さ 監 査 法 人

 

指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士　　岡　野　英　生　　㊞

 

指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士　　柏　木　勝　広　　㊞

 

指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士　　鈴　木　　實　　　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社三

重銀行の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成21年４月１

日から平成21年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)に係る

四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを

行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社三重銀行及び連結子会社の平成21年６月30日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正

に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

 ※１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会

社)が別途保管しております。

※２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

平成22年７月30日

株 式 会 社 三 重 銀 行

取 締 役 会　御 中

 

有 限 責 任 あ ず さ 監 査 法 人

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　岡　野　英　生　　㊞

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　柏　木　勝　広　　㊞

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　鈴　木　　實　　　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社三

重銀行の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成22年４月１

日から平成22年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)に係る

四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを

行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社三重銀行及び連結子会社の平成22年６月30日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正

に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

 ※１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会

社)が別途保管しております。

※２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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